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第７３号議案 

 

 

 

芦屋市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について 

 

 

 

 芦屋市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例を別紙のように定める。 

 

 

 

平成２５年１２月２日提出 

 

 

 

                        芦屋市長 山 中  健    

 

 

 

 

提案理由 

 

 技能職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるため，この条例を制定

しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２

８９号）附則第５項において準用する地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）

第３８条第４項の規定に基づき，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５

７条に規定する単純な労務に雇用される者（以下「技能職員」という。）の給与の種

類及び基準について必要な事項を定めるものとする。 

（給与の種類） 

第２条 技能職員の給与の種類は，給料及び手当とする。 

２ 給料は，正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって，手当を除いた全額と

する。 

３ 手当の種類は，扶養手当，地域手当，通勤手当，住居手当，特殊勤務手当，時間

外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，期末手当，勤勉手当及び退職手当とす

る。 

（給与の基準） 

第３条 技能職員の給与の額その他の給与に関する事項（以下「給与の額等」という。）

は，芦屋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）の

適用を受ける職員の給与の額等を基準として，その業務と責任の特殊性を考慮して

規則で定めるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

 （芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

２ 芦屋市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年芦屋市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

第７条の４第１項第７号中「第７号区分」を「第８号区分」に改め，同号を同項

第８号とし，同項第６号中「第６号区分」を「第７号区分」に改め，同号を同項第
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７号とし，同項第５号中「第５号区分」を「第６号区分」に改め，同号を同項第６

号とし，同項第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 第５号区分 ２５，０００円 

第７条の４第４項第１号中「第５号」を「第６号」に，「第７号」を「第８号」

に，「同項第６号」を「同項第７号」に改める。 

 （芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正） 

３ 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例（昭和３６年芦屋市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

第６条の５第１項第７号中「第７号区分」を「第８号区分」に改め，同号を同項

第８号とし，同項第６号中「第６号区分」を「第７号区分」に改め，同号を同項第

７号とし，同項第５号中「第５号区分」を「第６号区分」に改め，同号を同項第６

号とし，同項第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 第５号区分 ２５，０００円 

第６条の５第４項第１号中「第５号」を「第６号」に，「第７号」を「第８号」

に，「同項第６号」を「同項第７号」に改める。 

（芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

４ 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３４年芦屋市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

  付則第９項を次のように改める。 

 ９ 削除 
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参 照 １ 

 

 

芦屋市技能職員の給与の種類及び基準に関する条例要綱 

 

 

１ 制定の趣旨 

技能職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるため，この条例を制

定しようとするもの。 

 

２ 制定の内容 

 (1) 給与の種類（第２条関係） 

ア 給与の種類は，給料及び手当とする。 

イ 給料は，正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって，手当を除いた全

額とする。 

ウ 手当の種類は，扶養手当，地域手当，通勤手当，住居手当，特殊勤務手当，

時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，期末手当，勤勉手当及び退職

手当とする。 

 (2) 給与の基準（第３条関係） 

給与の額その他の給与に関する事項（以下「給与の額等」という。）は，芦屋市

一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の給与の額等を基準として，

その業務と責任の特殊性を考慮して規則で定めるものとする。 

 

３ 施行期日等 

(1) 平成２６年４月１日 

(2) 芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正 

   退職手当の調整額の算出区分について，２５，０００円の区分を新たに設ける。 

(3) 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正 

   退職手当の調整額の算出区分について，２５，０００円の区分を新たに設ける。 

(4) 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正 

      単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与等に係る準用規定を削る。 
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参 照 ２ 

 

 

地方公営企業等の労働関係に関する法律抜粋 

 

附 則 

５ 地方公務員法第５７条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公

務員であつて，第３条第４号の職員以外のものに係る労働関係その他身分取扱いに

ついては，その労働関係その他身分取扱いに関し特別の法律が制定施行されるまで

の間は，この法律（第１７条を除く。）及び地方公営企業法第３７条から第３９条

までの規定を準用する。この場合において，同法第３９条第１項中「第４９条まで，

第５２条から第５６条まで」とあるのは「第４９条まで」と，同条第３項中「地方

公営企業の管理者」とあるのは「任命権者（委任を受けて任命権を行う者を除く。）」

と読み替えるものとする。 

 

地方公営企業法抜粋 

 

（給与） 

第３８条 （第１項省略） 

（第２項及び第３項省略） 

４ 企業職員の給与の種類及び基準は，条例で定める。 

 

地方公務員法抜粋 

 

（特例） 

第５７条 職員のうち，公立学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定す

る公立学校をいう。）の教職員（同法に規定する校長，教員及び事務職員をいう。），

単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対す

る特例を必要とするものについては，別に法律で定める。但し，その特例は，第１

条の精神に反するものであつてはならない。 

 


